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 給与ファクタリングに関する注意喚起への御協力のお願い 

 

 

近時、「給与の買取り」などとうたい、個人（労働者）が使用者に対して有する

賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回

収を行う給与ファクタリングと呼ばれる手法を巡って、様々な被害が発生してい

ます。例えば、年率に換算すると数百％にもなる手数料を支払わされたり、大声

での恫喝といった悪質な取立てを受けたりするなどの被害に遭う事例が確認され

ているところです。 

給与ファクタリングは、経済的に貸付けと同様の機能を有しているため、これ

を業として行うことは、貸金業法上の貸金業に該当し、同法の登録を受けずに行

うことは、貸金業の無登録営業（いわゆるヤミ金融）に該当します。 

学生であっても、アルバイトなどで給与を得ている場合には、こうしたヤミ金

融による被害に遭う可能性があります。 

 こうした問題について注意を促すため、当庁において別添のリーフレットを作

成しましたので、大学等の教育機関における配布等を実施していただきたく、御

協力をお願い申し上げます。また、政府インターネットテレビ（注）におきまし

ても、給与ファクタリング等に注意を促す動画を掲載していますので、併せて周

知への御協力をお願い申し上げます。 

 

（注）政府インターネットテレビ 

「コロナ禍で広がるヤミ金融「給与ファクタリング」「#個人間融資」」 

 

URL：https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg21603.html 
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